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問高齢福祉課（☎〈71〉2226）
topic 3

介護保険制度等が変わります
介護保険法等の改正により、制度の一部が変更されます。

　介護給付の適正化を目的に介護サービスの利用状況を年４回お知らせしていましたが、国の介護給付適正化計
画の見直しに伴い、令和６年５月の発送をもって終了します。

介護保険サービス等利用額のお知らせの終了

令和６年度（２０２４年度）から令和８年度（２０２６年度）までの介護保険料（所得段階別）
所得段階 対象者 介護保険料(年額)

第１段階

生活保護受給者

1万2480円 基準額×0.２0

本人が
市民税
非課税

世帯全員が
市民税
非課税

●老齢福祉年金受給者
●�本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金
雑所得分を除く）の合計が80万円以下の人

第２段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金雑
所得分を除く）の合計が80万円を超え1２0万円以下の人 2万1840円 基準額×0.35

第３段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金雑
所得分を除く）の合計が1２0万円を超える人 3万7440円 基準額×0.60

第４段階 世帯内に
市民税
課税者が
いる

本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金雑
所得分を除く）の合計が80万円以下の人 4万9920円 基準額×0.80

第５段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金雑
所得分を除く）の合計が80万円を超える人 6万2400円 基準額（月額5２00円）

第６段階

本人が
市民税
課税

本人の前年
の合計所得
金額が

1２0万円未満の人 7万1760円 基準額×1.15
第７段階 1２0万円以上２10万円未満の人 8万1120円 基準額×1.30
第８段階 ２10万円以上3２0万円未満の人 9万3600円 基準額×1.50
第９段階 3２0万円以上4２0万円未満の人 10万6080円 基準額×1.70
第1０段階 4２0万円以上5２0万円未満の人 11万8560円 基準額×1.90
第11段階 5２0万円以上6２0万円未満の人 13万1040円 基準額×２.10
第12段階 6２0万円以上7２0万円未満の人 14万3520円 基準額×２.30
第1３段階 7２0万円以上8２0万円未満の人 14万9760円 基準額×２.40
第1４段階 8２0万円以上9２0万円未満の人 15万6000円 基準額×２.50
第1５段階 9２0万円以上10２0万円未満の人 16万2240円 基準額×２.60
第16段階 10２0万円以上の人 16万8480円 基準額×２.70

　65歳以上の人の保険料は、市の介護サービスにかかる費用等から算出された「基準額」
をもとに、みなさんの所得に応じて決まります。介護保険のサービスを受ける人や高齢
者の人数の増減により変化するため、介護保険料は３年ごとに見直されます。

　「基準額」とは、各所得段階において保険
料を決める基準となる額のことです。
　所得段階は本人と世帯の課税状況に応じ
て決められています。

介護保険料の決め方（基準額の算定方法）

市の65歳以上の人数

市で介護保険の
給付にかかる費用

65歳以上の人の
負担割合分（23%）基準額

6万2400円
（年額）
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推進テーマを実現するための行動指針
◦�誰一人取り残さない「断らない相談」支援体制を実施
◦�「個人支援」の視点に「世帯（家族）支援」の視点を加えて、属性や世代を問わない相談支援を実施
◦��地域包括支援センターをはじめとした多機関との連携・協働により、官民が一体となった支援体制を構築
◦�地域に出て、受け止め、一緒に考え、寄り添っていく支援活動（アウトリーチと伴走支援）を実施
◦�コミュニティソーシャルワーカー（CSW）が地域支援と個別支援を実施

“つながる”“つなげる”�お互いさまで支え合う地域づくり推進テーマ

問▶社会福祉課（☎〈71〉2262）
topic 4

第5次安城市地域福祉計画を策定しました
　高齢者、障害者、子ども等の各分野においては、
８
ハチマルゴーマル

０ ５ ０問題、生活困窮や子どもの貧困、ヤング
ケアラー、ダブルケアを抱える世帯の増加等、世
代等を超えた複雑多岐な地域生活課題や従来の制
度の狭間に位置するような課題への対応が求めら
れています。こうした新たに見えてきた課題にも
対応することを目指し、「第５次安城市地域福祉計
画」を策定しました。

地域福祉計画とは？
住民と行政、安城市社会福祉協議会（社協）、
ボランティア、福祉事業者、福祉関係団体、
NPO、民間企業等が互いに協力し、地域福祉
を推進するための計画です。高齢者、障害者、
子ども等を対象とした取組みのうち、特に地域
と関わりの深いものについて方向性を示してい
ます。

主な事業

大きく広がれ福祉の輪  みんなで支える地域の輪基本
理念

◦重層的支援体制整備事業の実施
◦社協の相談等支援体制の整備・充実
◦避難行動要支援者支援制度の効果的運用
◦多様な主体による移動支援制度創設の検討

本計画は市ＨPに掲載しています。
※�ＱＲコード参照。また、本紙６
月号に折り込む「安城市社協だ
より」にも関連記事を掲載する予定です。

４つの
重点項目

❶包括的な支援体制の構築と社会資源の創出・ネットワーク化
❷地域における見守り活動の充実
❸町内福祉委員会及び地区社協の活動支援
❹移動制約者への支援

地域丸ごと支え合いの
仕組みを創ろう
住民による地域福祉活動への支
援等を進め、地域丸ごと支え合
いの仕組みの構築を目指します

地域福祉の取組みを支援する
施策を充実させよう
地域福祉に対する理解の浸透や人
材の育成を進める等、取組みを支
援する施策の充実を目指します

暮らしを支える包括的で
多様なサービスを充実させよう
誰もが必要なときに、暮らしを支え
る多様なサービスを円滑かつ適切に
受けられるよう、充実を目指します

３つの基本目標


